
掲示期間 1.9-1.18 
 

新潟市告示第 35 号 
 
 

収納事務の委託について 
 
 

 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行及び一般廃棄物処理業の許可等

に関する規則（平成８年９月２０日新潟市規則第４９号）第２７条の規定に基づき，新潟

市一般廃棄物処理手数料収納事務を委託した旨を，次のとおり告示します。 
 
 
 
 令和８年１月９日 
 
 

新潟市長  中 原  八 一    
 

1. 受託者の氏名・名称  株式会社クスリのアオキ 
 
2. 事務を行わせる場所  クスリのアオキ松野尾店 

           （新潟市西蒲区松山６９番地２） 
           クスリのアオキ寺尾朝日通店 
           （新潟市西区寺尾朝日通３番１５号） 
           クスリのアオキ新津本町店 
           （新潟市秋葉区新津本町４丁目１６番２２号） 
 

3. 事務を行わせる期間  令和７年１２月５日 ～ 令和８年３月３１日 
 


